
令和８～10年度広島県光町庁舎昇降機保守点検業務特記仕様書 

第１ 業務概要 

 

１ 業 務 名： 令和８～10年度広島県光町庁舎昇降機保守点検業務                          

 

２ 履行場所： 広島市東区光町二丁目１番14号                           

 

３ 履行期間： 令和 ８年 ４月 １日から令和 11年 ３月 ３１日まで 

 

４ 業務仕様 

 (1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業

務共通仕様書(令和５年版)（以下「共通仕様書」という。) 、現場説明書及び質問回答書に

よる。 

 (2) 業務仕様書（特記仕様書、共通仕様書、現場説明書、質問回答書）に定めがない事項は、施

設管理担当者と協議する。 

 (3) 本特記仕様書の表記 

  ア ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を適用する。 

  イ ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。 

  ウ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。 

  エ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。 

  オ ・印の項目は、適用しない。 

    また、各項目に付記した【   】は、共通仕様書における該当項目等を示す。 

    例：【Ⅰ1.2.3】第１編1.2.3に該当する項目。 

(4) 発注者の都合、関係する設備等の点検及び事故等により、施設管理担当者が必要と認めた場

合は、施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。 

(5) 受注者は業務に支障をきたさないよう、点検・保守の記録、修理の記録、故障及び不具合等

の業務に関する事項について、前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。また、受注者

の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、前段の業務に関する事項

について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。 

 

５ 対象業務 

  本業務の対象業務および範囲等は以下の通りとする。 

 (1) 定期点検等及び保守業務 【Ⅱ1.1.2 ～ 8.4.2】     

  ○・搬送設備          ： 対象部位及び数量は別紙１－１による。 

 (2) 12条点検業務 【Ⅱ1.2.2～ Ⅴ3.2.1】 

  ○・昇降機            ：対象設備一覧は別紙１－１による。 

 

第２ 一般共通事項 

 

１ 一般事項 

 (1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】 

   業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担  

   ※なし   ・有り（・電気   ・ガス   ・水道      ・     ） 

 (2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】 

   業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。 

    ○・「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン（令和７年版）」の点検様式1-1～3-2-1  



    ○・その他 施設管理者の承諾するもの 

 (3) 守秘義務 

   本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同

様とする。 

 (4) 著作権その他 

   著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費

用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。 

 (5) 業務の再委託 

   受注者は、業務の一部を第三者に委託する場合、事前に再委託の相手方（以下「再委託者」と

いう。）の名称、所在地、再委託部分の業務内容、再委託の理由及び再委託部分の予定金額につ

いて記載した書面（以下「再委託申請書」という。）を提出し、発注者の承諾を受けなければな

らない。   

また、必要に応じて再委託申請書には、再委託者の担当者の資格を確認できる資格者証等の写

しを添付すること。 

 

 ２ 業務関係図書 

 (1) 業務計画書等 

   次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。 

    ○※業務計画書【Ⅰ1.2.1】 

    ○※作業計画書【Ⅰ1.2.2】 

○※緊急対応連絡表 

 (2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】 

   業務の実施に必要な関係資料を貸与する。なお、貸与期間は2週間を限度とし、施設管理担

当者の許可を受けるものとする。 

 (3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】 

   次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。 

   （ ○※施設管理担当者との打合せ記録簿   ○・メンテナンス用台帳類  ○・計画.報告書類 

     ○・作業日誌類   ○・事故、修繕、更新記録簿等   ○・点検記録簿   ○・運転記録簿   

    ○・計測記録簿    ・                      ） 

 

３ 業務現場管理 

 (1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】 

   本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、

業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管

理担当者に通知する。（業務責任者は業務担当者を兼任できる。） 

    ○・定期点検及び保守業務の実務経験 ５ 年以上  

   

 (2) 法定資格者の選任 

   本業務の実施に先立ち、業務実施上必要な次の法定資格者を選任し、氏名、生年月日、経歴書

及び業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担当者に通知する（法定資

格者は業務担当者を兼任できる）。 

   なお、法定資格者に変更があった場合も同様とする。 

    ○・一級建築士  ○・二級建築士 ○・昇降機等検査員資格者 のいずれか 

 (3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】 

  ア フルメンテナンス契約 

  ○・ 別紙１－１に記載する昇降機はフルメンテナンス契約とし、定期的に点検・清掃・注油・調

整を行うほか、予防保全的に経年劣化を踏まえた機械部品、電気部品の取替修理、消耗品の交

換部品、消耗品等の調整、修理及び交換を受注者の負担で行うものとする。 

  ○・ 経年劣化及び摩耗した機器の取替及び修理を別紙１－２「昇降機の修理計画書」に基づき行

うほか、取替及び修理が必要な機器・部品は次による。 

    (ｱ) 定期検査及び保守点検において、要注意又は不適合となった機器・部品等 

    (ｲ) 故障した機器、部品 



    (ｳ) 経年劣化及び摩耗した機器又は部品 

    (ｴ) その他、予防保全的に取替を要する機器・部品等 

 イ 定期検査 

   建築基準法第12条に基づき年１回、一級建築士、二級建築士、建築基準適合判定資格者又は 

昇降機検査資格者の資格を有する者が、昇降機の総合的な機能を確認する定期検査を行うこと。 

 ウ 点検、保守 

○・ 定期点検等及び保守業務の実施時間帯（12条点検業務を含む） 

     実施日は施設管理担当者と協議する。 

     点検時の業務は原則として閑散時（開庁日の閉庁時間または閉庁日）に行い、エレベータ 

    ーの運行に支障のないよう留意すること。 

また、上記以外においても、事故及び故障等の連絡があった場合は直ちに対応すること。 

  ○・ 業務時間の変更及び休日等の出勤、並びに事故、故障等の対応及び関連する業務の実施等で

必要な増員に関する費用等の負担は本契約に含まない。 

○・ 作業実施にあたっては、施設管理担当者等と調整をとり、自動運転を停止し、「点検中」の

表示板を掲示すること 

○・ 受注者が本契約に基づき施設管理担当者に供給する機器、構成製品等は、対象エレベーター

昇降機製造会社が指定又は推奨する部品とする。ただし、書面により施設管理担当者の承諾を

得た場合はこの限りではない。 

○・ 部品供給や故障対応について、メーカーの円滑な支援を受けることができるようにするこ 

と。 

  ○・ 受注者は、作業実施中、建物及びその他の物を汚損または破損しないように十分注意し、万

一汚損又は破損した場合は、施設管理担当者の指示に従い受注者の負担にて原形に修復するこ

と。また、委託業務に関し、第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならな

い。

４ 業務の実施 

 (1) 業務担当者 【Ⅰ1.1.2】【Ⅰ1.4.1】 

   本業務の実施に先立ち、業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者

証(写)について書面をもって施設管理担当者に通知する。業務担当者は、昇降機の点検整備業務

について作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者とする。 

   なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。 

 (2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】 

   ・有り（                ） ○・なし 

 (3) 立会いを要する行事等  【Ⅰ1.4.5】 

   ・有り（                ） ○・なし 

 (4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】 

   報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。 

・作業日報：翌日の９時まで（翌日が休日の場合は休日明け） 

    ○・定期点検業務：翌月の10日まで 

    ○・12条点検業務：当該施設の点検終了後１週間以内 

    ○・保守による昇降機毎の整備記録を記録、整理し、整備履歴台帳として報告すること。 

 (5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】 

   ○・グリーン購入方針の適用： 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて

策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当

する品目を調達する場合は、同方針に規定する「判断基準」を満

たすものとする。 

 

５ 業務に伴う廃棄物の処理等 

 (1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】 

ア 発生材の保管場所   ○・発注者の負担となる廃棄物は施設管理担当者と協議し、所定の場

所へ集積すること。 

イ 業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は受注者の負担とする。 



６ 建物内施設等の利用  

(1) 居室等の利用   【Ⅰ2.1.1】 

・別図  による。 ・現場説明書による。 

(2) 駐車場の利用   【Ⅰ2.1.3】 

  ○・必要に応じて別途協議による。 

 

７ 作業用仮設物及び持込資機材等      

(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】 

・別図  による。 ・現場説明書による。 

 

第３ 特記事項 

 

１ 定期点検等及び保守業務 

(1)一般事項 

ア 保守の範囲【Ⅱ1.1.3】 

・その他の保守の範囲（                        ） 

イ 支給材料【Ⅱ1.1.6】 

 ・ ランプ類  ・ ヒューズ類  ・ 原動機用の潤滑油 

・記載以外の支給材料（                        ） 

ウ 点検の省略【Ⅱ1.1.8】 

点検・保守が困難な部分等の対応については、事前に施設管理担当者と協議する。 

 

(2) 搬送設備  ：本業務の点検項目及び点検内容は以下による。 

ア 共通事項   性能検査等   ・作業項目で選択した機器等の人事院規則に基づく登録性能検査

機関等による性能検査等を実施する場合、申請料及び準備等は本

業務に含む。 

修理、取替え、交換等【Ⅱ7.2.2】 

○・ 共通仕様書によるほか、別紙 1-2 修理計画書に基づき行う。 

○・次年度に大規模な機器、装置の取替及び修理が必要なものについては、

10 月 13 日までに修理計画書を提出すること。 
・ Ⅱ表7.2.2の△印の実施する設備（・      ・     ・    ） 

項  目 特記事項 

エレベーター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ロープ式エレベーター（機械室あり・マイコン制御）【Ⅱ7.2.5】【Ⅱ

7.2.7】  

① 契約方式（・フルメンテナンス契約 ・ＰＯＧ契約） 

② 遠隔点検（・実施する ・実施しない） 

③ 点検周期（・周期Ａ ・周期Ｂ（遠隔点検適用）） 

④ 運転状況（※通常  ・高稼働） 

⑤ 適用法令（・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法） 

なお、性能検査等（・実施する（申請料（・負担する ・負担しない）

テストウェイト（・手配する ・手配しない） ・実施しない） 

○・ロープ式エレベーター（機械室なし）【Ⅱ7.2.6】 

① 契約方式（○・フルメンテナンス契約 ・ＰＯＧ契約） 

② 遠隔点検（○・実施する ・実施しない） 

③ 点検周期（・周期Ａ ○・周期Ｂ（遠隔点検適用）） 

④ 運転状況（※通常  ・高稼働）とする。 

⑤ 適用法令（○・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法） 

なお、性能検査等（・実施する（申請料（・負担する ・負担しない）

テストウェイト（・手配する ・手配しない） ・実施しない） 

・油圧式エレベーター（間接式）【Ⅱ7.2.8】 

① 契約方式（・フルメンテナンス契約 ・ＰＯＧ契約） 

② 遠隔点検（・実施する ・実施しない） 



 

 

 

 

 

 

エスカレーター 

 

 

 

小荷物専用昇降機 

 

 

 

機械式駐車設備 

③ 点検周期（・周期Ａ ・周期Ｂ（遠隔点検適用）） 

④ 運転状況（※通常  ・高稼働）とする。 

⑤ 適用法令（・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法） 

なお、性能検査等（・実施する（申請料（・負担する ・負担しない）

テストウェイト（・手配する ・手配しない） ・実施しない） 

・エスカレーター【Ⅱ7.3.4】 

① 契約方式（・フルメンテナンス契約 ・ＰＯＧ契約） 

② 適用法令（・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法） 

なお、性能検査等（・実施する ・実施しない） 

・小荷物専用昇降機【Ⅱ7.4.4】 

① 契約方式（・フルメンテナンス契約 ・ＰＯＧ契約） 

② 適用法令（・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法） 

なお、性能検査等（・実施する ・実施しない） 

・二段方式機械式駐車装置【Ⅱ7.5.1】 

 

(3) 緊急時の対応 

突発的な事故、故障に備え技術者を待機させ、県関係者等からの緊急呼出に１時間以内に対応

できること。また、処置後に報告書を提出すること。 

 

２ １２条点検業務の実施【Ⅱ1.2.2～ Ⅴ3.2.1】 

○・ 昇降機         建築基準法第12条4項の定期点検を実施する。 

 

 

３ エレベーター内から常時応答可能な連絡手段・体制の整備について 

  曜日及び時間を問わず、エレベーターのかご内での閉じ込めなど予期せぬ事故等に対応するた

め、かご内の利用者と受注者側との間で直接通話が可能となるよう、エレベーター内からの連絡手

段を確保（専用の装置取付けなどによること）し、受注者側で常時応答可能な体制を整えること。 

  なお、応答後の対応については、上記１（３）に記載の、県関係者等からの緊急呼出時と同程度

のものとする。 



別紙１－１ 

 

光町庁舎エレベーター 

項 目 摘                    要 

 項目 備考 

製 造 会 社 日本オーチス・エレベータ（株）  

型 式 P07A（MP-11-CO.45）  

台 数 １台  

積 載 容 量 750Kg（定員 11 名）  

機 種 

・交流乗用（ローブ式） 

・機械室：無 

・マイコン制御：有 

 

制 御 方 式 
交流可変周波数制御方式 

（回生ドライブ付） 
 

速 度 45 m/分  

停 止 箇 所 ４箇所（地上４階）  

か ご 寸 法 W1400ｍｍ＊D1350ｍｍ＊H2250ｍｍ  

綱 
ｔ3.3 * W30 * 3 本 

（フラットベルト） 
 

戸 閉 方 式 中央開き 2 枚戸  

電 動 機 3.5 ｋｗ  

付 加 仕 様 

・地震時管制運転（P-S 波）ﾘｽﾀｰﾄ 

・火災時管制運転 

・停電時自動着床装置 

・オートアナウンス 

・遮煙乗場ドア（全階） 

・戸開走行保護装置 

・車椅子仕様 

 

 



別紙１－２

エレベーター管理番号：

１　修理

番号

⑴

⑵

⑶

２　取替え

番号

⑴

⑵

⑶

令和８～10年度広島県光町庁舎エレベーター修理計画書

内容

内容
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